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【久慈】それでは，これで全員そろったよう

ですので，本日の会議をスタートさせていただ

きます。

きょうは，今年度の日本知的財産協会（以下

「知財協」「協会」「JIPA」という）の会長であ

る吉野会長にご出席いただいて，各産業におい

て知財をビジネス，経営にどのように役立てて

いるかといったテーマで，ディスカッションを

行いたいと思います。メーンテーブルに座って

いただいている方は，きょう，報告していただ

く副理事長，常務理事，それからメーンテーブ

ルではないんですが，各委員長等に出席してい

ただいております。司会は宗定専務理事と私で

行います。発言は随時，皆さんにご案内いたし

ますので，よろしくお願いいたします。

それでは，宗定さん。

【宗定】今，理事長がおっしゃった方向で，

きょうは，ほんとうに初めての試みなんですけ

1 ．はじめに れども，会長から学ばせていただきたいと思い

ますので，よろしくお願いいたします。ただ，

あまり緊張すると，本音の話が出ないので，私

は何度か吉野会長の謦咳に接して，私と違って，

大変お人柄が温厚な方なので，自由にご発言い

ただければと思います。

まず，医薬品業界代表ということで，稲場常

務理事，お願いいたします。各人，基本的には

７分ということで，厳守いただきたいと思いま

す。

【稲場】持田製薬の稲場でございます。知財

協では，バイオテクノロジー委員会と，JIPA

シンポジウムの担当をさせていただいておりま

す。本日は，医薬品業界の状況と弊社の状況を

あわせまして，お話しさせていただきます。

2．1 医薬品業界の場合

2 ．各業界における知財の状況
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重要なのは安全性

医薬品業界は，ご承知のように，医薬品です

ので，人の健康に適用する，そして，安全性が

非常に重視されるということから，医薬品とし

ての規制が非常にかかった内容になっておりま

して，この状態が，まず他業種とは非常に大き

く違うのではないかと思っております。したが

いまして，特許をとったからといって，それが

そのまま製品になるわけでもありませんし，ま

た逆に，製品の内容がそのまま特許になるわけ

でもございません。研究してでき上がった成果

につきましても，もう一度，薬事法的にどうか

を検討しなければいけないことと，それからも

う一つは，逆にそれで製品になったからといっ

て，例えば医薬の場合ですと，医療方法は特許

にならないとか，非常に制約がございますので，

そのあたりで知財の使い方も違ってくるように

思っております。

リードタイムの長い製品開発

特徴を簡単にまとめますと，製品開発のリー

ドタイムが長い。若干古いんですけれども，経

団連のデータによりますと，24分野に業種を分

けた場合に，13.2年ということで，医薬品が一

番長いとなっております。それから，製品のラ

イフサイクルが長い。これは必ずしも一番長い

というわけではありませんけれども，９年とい

うことで，24分野中第10位となっております。

それから，同種製品の差別化が図りにくい。こ

れは，先ほどもご説明しましたように，すべて

許認可を必要とするということで，ここのとこ

ろをちょっと変えてということを適宜やるわけ

にはいかなくなっております。それから，事業

予測が立ちにくい。これは，先ほどのリードタ

イムの話と同じでございまして，今，開発ステ

ージに上がったものが，あしたから発売できる

という状況にはない。かなり遅くなってから，

通常15年という言い方をされております。それ

から，製品開発の成功率が低い。これは会社に

よって，計算が若干違っておりますけれども，

一般に言われておりますのは，大体３万物質に

１つ，医薬品が開発できるのではないかという

言い方をされております。こういう内容が医薬

品の特徴ではないかと思っております。

一製品一特許

それと，医薬品は，素材そのものを製品にし

ておりますので，新規の化学物質を見つけるこ

とが発明につながる。そして，それで取得した

物質特許がほとんど唯一の中心特許になるとい

う関係になっております。

それから，研究と最後まで切り離すことがで

きませんで，製品として上市された後も，常に

学術データの提供を求められまして，製品開発

後でも同じものについて研究を行っていかなけ

ればならないことから，研究開発に対する投資

は初期だけではなくて，その製品がある限りず

っとかかるということで，この投資の回収は初

期の研究の，先ほど言いました物質特許のよう

なものだけではなくて，臨床に上がってから，

医薬品として提供されるようになってからの研

究データも特許の対象にしていくことが，工夫

としては考えられているように思います。

特許は自社の独占権のために

したがいまして，特許の数が少ない，それか
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ら，今申しましたように，非常に時間がかかっ

て，データの使い方を非常に工夫しなければな

らないという状況から，知財権，特に時間が長

く存続する特許権が中心になりますけれども，

この特許権を使うに当たりましては，他社にラ

イセンスするというよりも，自社の独占権のた

めにほとんど使うということで，これも経団連

のデータですけれども，そういう使い方が大体

60％以上を占めるのではないかとなっています。

弊社の状況でございますけれども，こうした

状況の中で，先ほども申しました臨床にかけて，

要するに初期の開発だけではなくて，最終的な

ところまで知財として確保していくために，で

きるだけ製品にかかわるような，製品の製造か

ら，それを営業販売するところにまで，知財に

かかわる情報を収集するような手だてを講じな

ければならないことから，私ども知財の担当者

と経営とのコミュニケーションを密にし，さら

に，それによって全社的に知財をどう活用し，

その結果をどう評価していくかを，最終的には

各現業部門にわたっても認識し，活動できるよ

うな方向が望ましいのではないかと考えており

ます。

課題は知財を評価出来る人材の育成

現在のステージといたしましては，経営層と

の対話の定着はほぼ終わったと考えております

けれども，今後，末端まで活用が図れるような

ことを考えていかないと，少ない特許の数で，

額が非常に大きい投資を行ったものに対して，

保護を厚くしていく工夫が必要なのではないか

と思っております。このことは，今後の人材育

成という点でも非常に関連してくるもので，最

初の研究開発段階だけではなくて，最終的に市

場がどうなり，それに対してどう活用し，そし

て知財権をどう評価していくかということが，

ある程度わかるような知財部員の育成が必要な

のではないかと考えております。

以上でございます。

【宗定】どうもありがとうございました。

薬効には個人差がある

【吉野】質問ですけれども，僕はあまりケミ

カルのほうは詳しくないんですが，市販された

薬を分析すると，当然，成分はわかるんでしょ

うけれども，こういうメカニズムでこういう病

気に効くんだみたいなことは，大体わかるんで

すか。

【稲場】今は，かなり正確にわかるようにな

ってきております。昔というか，10年ぐらい前

までは，例えば血圧を下げるんでしたら，血圧

が下がるかどうかということだけがわかれば，

それで医薬品として，いわゆる血圧を下げる薬

となるんですけれども，ただ単に効くかどうか

だけではありませんで，安全性がどうかとか，

それから個人差がありますので，人によってこ

の薬は効くけれども，あの薬は効かないという

ケースもあります。ですから，最近では単に血

圧を下げる薬ということではなくて，血圧を下

げるには，例えば血管を拡張させれば下がるで

はないかとか，いろいろメカニズムがあります

ので，そのメカニズムによって特徴が決まって

きますので，遺伝子工学が盛んになりました現

在では，かなりメカニズムに依存して薬を探す

ということが行われております。
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再審査期間という特殊性

【吉野】市販した後も，データがかなり重要

だというお話ですけれども，薬効というものは，

そういう段階で徐々に明らかになってくるわけ

ですか。

【稲場】非常に簡単に開発から上市の過程を

申しますと，最初にスクリーニングで物を見つ

けまして，そして試験管内で効くかどうか確認

する。そして，それが動物で効くかどうか確認

されて，安全性が確認されて，そして臨床試験

を行って，市場に出ることになるわけですけれ

ども，ただ臨床試験は通常，数年，短いもので

すと１年ぐらいのものもあるかもしれません

が，そんなに長くはないですし，100人とか，

ある一定の人数で一定の施設だけで行います。

そのために，必ずしもいろんな人に，いろんな

状態で使ったということにはなりませんので，

市販されるようになってから４年から10年，通

常ですと６年なんですけれども，再審査期間，

俗に先発権と言われる期間がございまして，そ

の間は安全性に関する確認情報を必ず収集し，

最終的に再審査を受けないといけないことにな

っております。

それでも，実はまだ必ずしも完全とは言えま

せんで，その後にいろんな特殊なケースでは，

こういう副作用が出たとか，こういう問題が起

こったということで，中にはその後に製品の回

収があるというケースもございます。ですから，

市販後にどういう問題が生じたか，あるいはど

ういう使い方をするとよく効くことがわかった

という情報は，常に医者に対して提供していく

ことになります。

産官学連携

【吉野】興味本位の質問で，もう一つだけ。

世に産官学の連携と言われます。これは，やは

り医薬品の分野は最も密接な連携が行われてい

る感じなんですか。

【稲場】私は他業種の実情に詳しいわけでは

ありませんし，それから今のいろんな訴訟関係

を見ますと，学で研究されたものがかなり企業

で使われておりますし，最近では産学連携とい

うと，どうしても工学部が中心のように，私は

何となく感じておりますので，医薬品という感

じは，私は必ずしも持っていないんですが，た

だ非常に時間がかかることと，それからリード

タイムや製品のライフサイクルが長いというこ

とは，逆の言い方をしますと，なかなか次のも

のが出にくいという状況にあります。出にくい

から，出なくても企業はやっていけるかという

と，そうはいかないものですから，やはりほか

の力をかりないといけないということで，産学

連携は各社ともかなり力を入れてやっているの

ではないかとは思っております。

【津嶌】花王の津嶌と申します。知財協では，

知財管理第１，同第２委員会，それから関東部

会を担当させていただいております。あと，模

倣品対策プロジェクトのサブリーダーを仰せつ

かっていますけれども，殆ど出来ていません。

コンシューマープロダクト

私は，化学ということでご指名いただいてお

りますが，花王の化学は世の中で言う，いわゆ

る素材産業的な化学ではありませんで，コンシ

2．2 化学業界の場合
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ューマープロダクト中心ですので，ちょっと化

学ということでイメージされていることとは違

ってくるかもしれません。

コンシューマープロダクトのメーカーとして

は，グローバルな巨大企業や国内大手メーカー

と，それから，皆さんがご承知ないかも知れな

いような小さな企業が混在しており，日用消耗

品はそれでもつくれるという世界があります。

そういう意味で，技術的には成熟気味であると

言わざるを得ない面があるかと思います。こう

いう持って回った言い方をしますのは，それで

も，大手は，少しでも付加価値を付けて競争優

位を確保したいということで，そして，そのよ

うな付加価値は知財権で守るしかないというこ

とで，全体に知財の活動は活発であります。

市場は成熟すれども技術は成熟しない

私ども花王もずっと技術志向の会社でして，

市場は成熟するかもしれないけれども，技術は

成熟しないと信じて研究開発に力を入れてやっ

てきております。

いろんな事業分野の中で，衣料用洗剤とか，

住居用洗剤というのはハウスホールドと呼ば

れ，また顔や体を洗ったりケアするもの或いは

シャンプー，リンスなどはパーソナルケアと呼

ばれますが，こういった分野では，今申し上げ

たようなことがそのまま当てはまっておりま

す。従いまして出願は活発ですが，既存素材の

組み合わせやパラメーター的な規定，製造条件，

装置の工夫など，多くは改良技術的な権利でポ

ートフォリオを構築していると言わざるを得な

いと思います。ただ，そういう中で，何年かに

一度はどこの会社も使いたいというような素晴

らしい発明が成されることがあります。やはり

そういうものを目指して研究開発はやらざるを

得ないということです。現実的には，大手企業

間では侵害問題で争うことは，これらの分野で

は比較的少ないです。

権利主張が盛んなサニタリー事業分野

それから，我々の業界で悩ましいのが，紙お

むつ，ナプキンなどのサニタリー事業分野です。

ここでは，製品での嗜好性というのは比較的小

さくて，性能と価格要素が商品選択の極めて大

きな因子となります。また，競争相手もはっき

りしておりますし，そういう中で，少しでも技

術改良が出来たら，やはり知財権で押さえよう

とするわけです。形状に関して申し上げますと

ご理解頂けると思いますが，紙おむつというの

は言葉でいくら形状をあらわしても，正確に表

しきるのが結構難しい面があります。図面でか

いても，やわらかいものですので，かたい機械

の形状を書くのとは大きく違います。そうする

と，どこで句読点を打ったか，どこで文章を区

切るか，言葉をどう解釈するかで，理解の仕方

にかなりの相違が出てくるものですから，この

分野では，正直申して，争いごとがどうしても

多くなりがちです。裁判になることもあれば，

何とか話し合いクロスで片づくこともあると。

そういう意味で，知財面から見れば権利主張が

多発しがちな，非常に悩ましい事業分野であり

ます。

知財権の確保が事業を守り育てる

我々は，一般消費者向けのコンシューマープ

ロダクト以外に，いわゆる化成品，工業薬剤と

いうものもやっておりまして，これは通常色々

な製造業の大手企業さんがユーザーとなり，単

なる売込みだけでなく，共同開発とかの形を取

ることもあります。その成果の帰属の問題や，

中には，お客さんが競合になるという事業分野

もあり，それなりに悩ましい問題を抱えており

ます。ということで，ここでも結局は知財権を

確保することが事業を守り育てるための基本と

いうことでして，出願，権利化を積極的にやっ

ております。

係争マターで裁判にまで行くような問題は，
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必ず経営トップを巻き込んだ判断となっており

ます。そういうことが数年前に比べますと，随

分増えてきているのが実感でございます。また，

欧米とかでは，訴訟ごとは，従来殆どありませ

んでしたが，最近は双方の権利意識が高くなっ

ております為か，現実に訴えたり，訴えられた

りということも起こってきております。中国に

関しましては，特許でどうのこうのというのは

現実には今の所ありませんが，それでも将来の

ために権利だけは取っておこうと，出願は活発

にやっております。

特許と商標は別部門で管理

次に弊社の組織上の特徴といたしましては，

数年前は特許・商標部といって一緒だったの

が，今は特許を扱う知財センターと，商標を扱

う商標部が別部署となっております。現在知財

センターは研究開発部門に属し，商標部は法務

グループに属しております。こういう組織の改

編というのはその時々の状況でベストと思われ

る体制を作る為に，結構頻繁にあります。結果

として組織間の壁は比較的低いと感じますし，

それが一つの企業風土になっております。

経営トップの知財意識は高い

弊社経営トップの知財意識は，それなりに高

いと思います。経営トップはR&Dの話をしょ

っちゅう聞く機会がありますが，そういう話の

中でキラリと光るネタがあると，その場で「知

財権はどうなっているのか」という質問は必ず

出ます。単に「出願しています，取っています」

の答えでは納得してもらえませんで，競合との

関係の中でどういう位置付けかを明確にした回

答が求められます。

それから，知財そのものが経営に接するとい

う点では，執行役員会で年に１回，知財を取り

巻く状況や課題それに戦略の報告をします。あ

と，経営会議では，どうしても係争案件が中心

になるのですが，年に平均して四，五回報告を

したり承認を受けたりしております。それから，

社長，会長に対してコミッティーというものを

やっておりまして，R&Dのコミッティー，事

業部のコミッティー，販売のコミッティーなど

と，いろんなコミッティーがありますが，

R&Dのコミッティーの中で，年に五，六回で

しょうか，これもどうしても事件関係の報告が

多くなりますが，知財に係わるいろんなことを

報告しております。

また，会議の多い会社だろうと思います。時

間が取られ過ぎる等のマイナス面も勿論わかっ

ていますが，プラス面は，あうんの呼吸で皆の

ベクトルが合っていることかと感じます。その

ことが全社レベルで出来ていて，皆の努力の方

向と会社の向いている方向には大きなズレがな

く，努力がそれなりに報われ易いという大事な

プラス面があります。みんな，何が重要で，今

どういうことに注力すべきか，というのは分っ

て仕事が進められるということです。

知財人材に求められるのは専門性

知財の人材に関しましては，やはり専門性で

貢献することが基本だと思います。それが期待

されていると思います。専門性向上のために，

勉強会や社外研修を含め，いろんな仕掛けを作

っています。比較的，人も貰って，予算もそれ

なりに貰っていると思っています。そんな中で

知財センターという組織として今以上にアウト

プットの質を上げるには，何が必要か，どのよ

うな仕掛けがあるのかと，むしろ悩んでしまい

ます。

大切なのはチームスピリット

そうすると，人の素質なのかというところま

で議論が行き着きますが，もしも個人の専門性

とか能力に不足があるとしたら，それを補うの

は，やはり，花王なら花王という企業の中で仕
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事をしているわけで，そういう多様な人が集ま

っているなかで仕事をしていることを強く意識

し，他者との意見交換の中から知恵を出す，即

ちチームで仕事をしているということがポイン

トかなと。そういう事を皆が共感して，オープ

ンマインド，チームスピリットの姿勢で，チー

ムワークの中から，一人の能力では出せないよ

うな知恵を出すということが大事だと，最近つ

くづく感じております。

【吉野】この場は，各業界，あるいは各社の

状況をお聞かせいただくということなんです

が，もし皆さんのほうで，この協会がもうちょ

っとこういうことをやるべきだとか，あるいは

協会を通じて，日本の政府なり何なりにこうい

うことを要請していくべきだみたいなことがあ

ったら，最後につけ加えていただけませんか。

【加茂】ヤマハの加茂です。協会では，東海

地区協議会と，商標委員会を担当させていただ

いております。

自然楽器と電子楽器

楽器ということでちょっとご説明いたします

と，楽器は大きく分けて，自然楽器，つまりア

コースティック楽器と，電子楽器とに分かれま

す。自然楽器というのは，ピアノとかバイオリ

2．3 楽器業界の場合

ンとかで，この分野はあまり特許は出てきませ

ん。むしろ技術的にイノベーションをやって変

えてしまうと，これはピアノじゃないという話

が出る分野です。

特許ニーズは電子楽器

もっぱら特許のニーズのあるものは電子楽器，

あるいはハイブリッド楽器です。ハイブリッド

楽器と申しますのは，自然音源と電子音源と両

方持っているような楽器です。電子楽器では，

以前は音源技術の差別性が特許の活躍分野だっ

たんですが，最近では技術が進んできて，いろ

んな電子技術で音を出せるようになったもので

すから，音源技術による差別化は難しくなって

きています。しかし，やはりイノベーションに

よる新たな電子楽器を目指してやっています。

電子楽器の競合先は日本企業

特に電子楽器は，事実上，メーンプレーヤー

がほとんど日本のメーカーです。当社の場合で

すと，楽器，電子楽器はコアビジネスなもので

すから，特許は基本的にライセンスアウトしま

せん。基本的に，自社製品の差別化に使うとい

うことですから，なるべく他社さんに迷惑をか

けないように，他社さんの特許をきちんと調べ

ています。もし係争が起きると，えてして厄介

なことになりますので，そうならないように注

意しています。

トータルな知財活用で差別化

あと，もう一つの特徴は，さっき言いました

ように，もとからある楽器はいわゆる技術的イ

ノベーションと相入れないところがあるんで

す。グランドピアノをつくっている人は，今で

も自分たちの製品のことを工業製品と思ってい

ない面があります。作品というか，工芸品とい

うか。だから，そういう中で知財権で経営に資

するというのは何かとなると，我々が考えてい
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ますのは技術的なところだけではなくて，何と

言いますか，もっと広い意味の知財，資産によ

る差別化を目指しています。

まだ実現できるとは申しませんが。例えばシ

ョパンコンクールとか，チャイコフスキーコン

クールでのいいポジションをとるとか，あるい

は，楽器はゲーム機と違って簡単に使いこなせ

ませんので，使っていただけるように，音楽教

室をきちんとやる。それをやる場合に，当社の

やり方が生徒の方の信頼をかち得るようなソフ

ト，つまり先生の質，それから教材，カリキュ

ラムというものも信頼性を得るようにしていま

す。我々はこれらも一種の知財だと思っていま

す。それから，あと商標も含めたブランドとい

うトータルな知財の活用で差別化を図るという

のを目指しています。

技術的／非技術的知財に区分した組織

あと，もう一つ新しいやり方として，当社の

場合は技術的な知財（特許，意匠）と，非技術

的な知財とを分けました。組織も，非技術知財，

ノンテクニカルベーストIPでしたか，ちょっと

聞きなれない名前の組織をつくって，商標，著

作権，そういうノンテクニカルな知財をどう権

利化し，事業に役立てようかというのを，組織

の名前もそう変えて活動を始めています。その

あたりは，まだ完全にできているとは思いませ

んが，我々の楽器のビジネスの特徴によるやり

方かと思っております。

大体以上でございます。

音の商標権

【吉野】今の最後のお話ですけれども，思い

出したのは，僕らの世界では，ハーレー・ダビ

ッドソンというアメリカのバイクメーカーがあ

って，彼らが排気音の権利をとったんだよね。

――とってないのか。つぶしたのか。それで騒

ぎになって，すったもんだやったのを思い出し

たので，そういう感じのことも入っているんで

すか。最後のノンテクニカル……。

【加茂】おっしゃるとおりです。あれは商標

権が一回登録になって，えらいことだと思って

いたら，つぶれましたね。我々としては，でき

たらああいうのを権利化したい。だから商標法

を使うのか，あと著作権法を使うのか，実は電

子楽器は今は波形のデータは全部デジタルでや

りますから，電子データになります。デジタル

データを著作権で保護しようということをやっ

ています。ただ，これが実際のビジネスにどの

程度役立つかはなかなか微妙で，例えば波形メ

モリーの内容をそのままコピーすれば，著作権

侵害で対抗できると思うんですけれども，類似

の範囲というのはないでしょうし，まだまだ研

究段階だと思います。

ビジネスモデル特許

【吉野】ノンテクニカルベーストというのは，

例えばビジネスモデルみたいなものも入るの？

【加茂】我々はそこまで話を広げたいと思っ

ているんですけれども，実は社内でも，ビジネ

スモデル特許出願が，一時ブームになりました。

あのとき，我々も，ビジネスモデルも特許にな

るというのは，実は経営トップに対して非常に

魅力的，かつアピール度が高く，話がしやすく

て，うちも出せと言って，やりました。最近ち

ょっとクールダウンして揺り戻しがきています

が，できることなら，音楽教室のやり方とか，

普及のやり方とか，教育の仕方が新規性があれ

ば，権利をとりたいと思っています。

【宗定】ありがとうございました。

引き続きまして，小野さん，お願いいたしま

す。

【小野】鹿島建設の小野と申します。関東部

会と会誌広報委員会，それから職務発明プロジ

2．4 建設業界の場合
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ェクトを担当させていただいております。

建設業はサービス産業

建設業界の話は，皆様，あまりなじみがない

と思いますので，ちょっと前段が長いかもわか

りませんけれども，そこらあたりをちょっとご

説明したいと思います。それから，今，商標の

話題などが出ておりましたが，我々の業界は，

業界の色分けで言いますと製造業ではなくて，

サービス産業という形になっております。一見，

製造業に見えるかもわかりませんけれども。

それで，ご存じの方はよくわかると思うんで

すけれども，平成４年４月からサービスマーク，

役務商標の法律ができました。それで，我々の

業界でわりと皆さんにわかりやすいことで，商

標のお話をしますと，マンションの名称とか，

ビルの名称が役務商標の36類というところで，

結構押さえている，もちろん不動産会社，建設

会社も押さえていますけれども，個人の方も結

構出しているみたいなこともございます。それ

で，ビルの名称とか，マンションはよく新聞の

チラシの中に出ていると思うんですが，あれも

商標をよく調査しておかないと，登録になって

いるやつを使ったりするとえらいことになると

いうか，名前を変えるというみっともないこと

で，これは大変な費用がかかります。これは，

名前をつけるときには，事前に知財部で十分に

チェックして，ゴーサインを出すようにしてお

ります。結構，警告書その他が参ります。特許

とはちょっと違いますけれども，そういう点で，

建設業界も商標的にはそんな話題がございます

という話をしておきます。

GDPの約１割を占める建設業界

それから，あまりなじみがないと思うんです

が，建設業界というのはGDP的にも，就業者

数においても，結構１割ぐらいを占めておりま

して，大きな産業という形にはなっております。

ただし，いろんな業態がございまして，全部の

会社数を言いますと，今50万社。バブルのころ

は60万社ぐらいございまして，だんだんそちら

のほうの予算が減ってくるにつれて，50万社程

度になっています。ただ，業界というか，日本

の景気が悪くなると，どうしても建設業界とか，

タクシーとかのほうに参入する方が多くなると

いうことがあって，なかなか淘汰されていない

現実がございます。

99％が個人事業者

実際には，50万社ありますけれども，99％が

個人業者とか，資本金１億未満という形になっ

ております。俗に大手と言われるところが，私

ども鹿島，そのほか大成，清水，大林，竹中と

いうことになりますけれども，この５社のシェ

アは，全体の１割程度で，特許の基本的な特徴

で言うと，シェアとか，独占率とか，排他率と

か，いろいろ数値的に高いほうがいいという形

だとは思うんですけれども，なかなかそうはい

かない業界でございます。

それからもう一つ，我々の業界の特徴が，発

注者から注文を受けて工事を行います。製品を

つくるというか，建物をつくります。受注産業

ということになっておりますので，工場の中で

生産している形とはちょっとイメージが違いま

す。それから，完成物が流通することはござい

ません。ですから，後で話ししますけれども，
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一度，裁判その他の事件が起きますと，例えば

マンションの話をしますと，お施主さん，マン

ションを建てようとする会社さんも侵害になり

ます。それから，そのマンションを設計した会

社があったとすると，設計会社も侵害というこ

とになります。それから，もちろん施工する業

者，我々も侵害者ということになりますので，

これもなかなか難しいところがございます。そ

れで，どこを訴えるかというと，発注者という

か，工事をいただけるところを訴えるのは，と

ても我々の業界はできませんので，施工者をや

るかとか，いろいろ問題がございます。各論で

なかなか難しいんですけれども，一度，そうい

う建物全体的な特許でもって争いが起きると，

わりと大変なことになるというか，関係者が多

いというところがございます。

特許は技術力のアピールの為に

それから，先ほど申しましたように，独占と

か排他権というよりも，自社の技術力の高さを

アピールする手段とか，企業活動の自由度，こ

れは自由に設計したり，企画したり，施工でき

るようにという形の特許出願が多かったという

事情が，今まではございます。

それからもう一つ，なかなか活用が難しいと

いう点で言いますと，聞いたことがある方はい

るかもわかりませんけれども，俗に言う施工法

の特許，工法特許。これは方法の特許になりま

すので，ご存じのように，方法の特許はなかな

か立証が難しいという点がございます。品物を

買ってきて，分解するわけにもいかないもので

ございますので。

そういうことがありましたけれども，最近は

国土交通省のほうも，これは土木の分野が多い

んですけれども，いろいろと考えを変えてきて

いるところがございまして，ことしの４月に

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」と

いう新しい法律ができております。我々は，略

して品確法と呼んでおりますけれども，技術が

あるところ，品質があるところに発注しましょ

うという法律ができておりますので，私も最後

のほうにおしゃべりしたいと思いますけれど

も，こういう動きが出ておりますので，やはり

特許とか，そういう我々しかできませんという

ところがありましたら，これからは活用できる

のではないかと考えております。

知財紛争は施工現場で起こる

それから，我々建設業界は，係争とか裁判は

そんなにないのではないかと思われている方も

いらっしゃると思いますけれども，最近は結構

多いです。それで，起こる場所はどこかといい

ますと，施工している現場という形になります。

それで，私どもの会社の場合でいいますと，日

本を含めて2,000カ所ぐらいは現場で工事をし

ております。必ず工事現場に警告書がいったり，

昨年，一昨年あたりは突然，証拠保全だと裁判

所が来たりという形でございます。ですから，

何が言いたいかといいますと，本社の技術部門

その他には，ある程度PRとか周知はしている

んですけれども，末端の現場それぞれに特許の

話，いつ来るかわからないみたいなことでもあ

りますので，認識してもらうのがなかなか大変

だというところでございます。もちろん，イン

トラネットその他で周知努力はしていますが，

これはどこの会社さんもそうだと思うんです

が，忙しいということもございます。ここらあ

たりはどうしたらいいかという感じはしており

ます。

40年前から高額な社内報奨金

それから，経営側との接点ということですけ

れども，私どもの会社は，技術重視という姿勢

からトップが代々，特許に関心がある会社でご

ざいまして，40年も前に，本社機構の中に知財

部門をつくったというところがございます。ち
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ょっと冗談で笑い話をしますと，40年ほど前の

社内規定だと，出願した特許がとれただけで10

万円を出していた会社でございます。当時の初

任給は，たしか一，二万だと思ったんですけれ

ども，特許をとれたら10万円ぐらいやれという

ことがございました。

それ以降，ちょっといかがなものかという形

で，多少修正いたしまして，それでも登録にな

ったやつの中で，実施していれば，あるいは，

工事に採用していれば10万という形には変更し

ました。私は他業界の報奨金その他の規定は大

体頭に入っているつもりですけれども，修正は

して，減額はしてきているんですけれども，そ

れでも多いのではないかと思っております。

そういう感じがありまして，経営者には結構，

報告はいたしております。多少，問題がないと

か，事件がなくて報告していないと，上から報

告に来いとか，何かないのかということを言わ

れます。

それから，現在は，今やっている最中でござ

いますけれども，来年度の開発テーマを決める

R&Dに参画しております。場合によっては，

こういう特許は他社にあるから，もうやめたほ

うがいいとか，そういうところまで言える状態

には認識が高まってきております。

品確法の改善を提言する

こういう活動ができればいいというところな

んですが，先ほど言いましたように，品確法と

いうのがございまして，これは考え方はよろし

いんですけれども，秘密保持の問題とか，最初

の工事は受注はできるにしても，２回目以降は

できないという問題とか，技術開発に要した費

用は見てくれるかとか，担保してくれるかとい

うのが，まだ法的な裏づけがありませんので，

我々の業界としても運動していこうとは思いま

すけれども，そういう状態なものですから，今

まで以上に連携を図っていきたい。

ざっくばらんな話しかできませんでしたけれ

ども，以上でございます。

ピサの斜塔で特許侵害か？

【吉野】海外とのコンフリクト，係争みたい

なものはないんですか。

【小野】海外とはございません。あったと言

えば，30年以上も前に，イタリアで裁判が起き

ました。これは地盤改良，ピサの斜塔が倒れか

かるというか，もとの地盤を固めようという技

術輸出をしていまして，そこで現地の建設業者

から訴えられたみたいなことがございますが，

訴えた会社が保有する特許に触れるという形で

私ども鹿島のことを訴えてきたんですが，とこ

ろがよく調べましたら，そのイタリアの会社が

イタリアで持っていた特許は，年金を払ってい

なかったという大笑いな話がございます。ちょ

っと冗談っぽい話をしました。

【宗定】どうもありがとうございました。

引き続き，平井常務理事，お願いいたします。

【平井】三菱電線の平井でございます。協会

では，ライセンス委員会，フェアトレード委員

会，そしてアジア戦略プロジェクトを担当させ

ていただいております。

2．5 電線業界の場合
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電線産業は加工業

一応，素材産業ということでジャンルを分け

られておるのでございますが，電線産業といい

ますのは，素材というよりも加工業でございま

す。本年度のJIPA総会での西岡幸一先生のお

話の中にたびたび出てきた業界でございまし

て，非常に厳しいコメントをいただいたという

ことで，ちょっとご記憶を新たにしていただけ

ればと思っております。

業界の中のジャンル分けは非鉄金属に所属し

ておりまして，生産額では，業界全体で年間１

兆1,400億円ぐらいの規模で，日本の製造業と

いたしましては，554業種の中の38位ぐらいで

ございます。

電線は，目の前にあります細いコードから，

田舎に行きますと架空線と言いまして，鉄塔の

上に架っています100万ボルト送電線とか，都

会では，あけては見られないと思いますが，地

下のマンホールの中には27万5,000ボルトの非

常に太いケーブルが走っておりまして，縁の下

の力持ちみたいな業界ではないかと思っており

ます。

使っている素材は銅，アルミ，そして最近で

は光ファイバーのガラスでございます。それを

被覆いたしますから，ゴムとかポリエチレンと

か，プラスチック類を使っております。また，

コネクタという，それぞれの電線を結ぶところ

がございますが，この連結部（コネクタ）にエ

ンジニアリングプラステックスとかステンレス

とか，真鍮というものを使っています。

先進国では現地化生産

電線産業は，もともと歴史的に古い産業でご

ざいますので，昔は戦略物質という位置づけか

ら，各先進国におきましては，現地化（国内）

生産が推進されてきたと思っております。一番

卑近な話といたしましては，戦争とか，大きな

地震などが起きたときには，他国の援助をかり

ないで，すぐさま復旧する必要があるというこ

とではないかと思っております。ただ，業界全

体は，1991年をピークに生産量は減少いたして

おりまして，成熟産業であると，私は考えてお

ります。

日本の大手の電線会社は，約６社ございまし

て，ある方は７社とおっしゃるかもしれません。

売上高ベースでいきますと，高いところでいき

ますと8,000億円から，少ないところでは大体

800億円ぐらいという差がございます。電線業

界は皆さん，電線産業が成熟するということで，

二，三十年前から新規分野に進出することを模

索してきておりまして，各種の方面の分野に進

出しております。自動車関連製品，吉野会長の

ところでもお使いいただいておりますワイヤリ

ングハーネスとか，ガスケットとか，ディスク

ブレーキ，それから電子部品，プリント基板と

か半導体。そのほかの伸銅品とか，ビル等に使

用される免振構造のゴム材料とか，シール製品

とか，どちらかというと大手は電線というより

も，複合材料加工メーカーという形になってき

ております。

電線業界におけます知財の特徴でございます

けれども，電線そのものは非常に長尺で，長寿

命。長尺というのは，長いものになりますと，

太平洋横断の海底ケーブルなどは１条当たりが

50キロメーター以上，無接続で作り，それを接

続し，１万何千キロメーターになるということ

でございます。長寿命は，長いものですと100

年でも現役で働いている電線もございます。

相互ライセンスが盛んな電線業界

そういうことで，非常に長期の品質保証と，

それから１カ所でも，１材料においても，例え

ば他社の特許を使っていることがあると問題に

なってくるので，特許保証も昔から非常に厳し

く考えられてきておりました。それに伴いまし

て，知財も発展してきております。
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ただ，一方，お客様のほうからは個々にばら

ばらに変わる材料よりも，同一の仕様での製品

納入を求められておりますので，開発競争が非

常に厳しく行われている一方では，業界特有の

知財ルールなり，ビジネスマナーが確立してき

ていると思われます。端的に言えば，ライセン

スをしてあげると。先ほど，いろいろなお話の

中にライセンスはしないという業界もございま

したが，どちらかというとライセンスするとい

う方向でございます。

ただ，先ほど申しましたように，電線以外の

分野につきましては，結構厳しい競争になって

きていると思います。そういうビジネスの判断

は，知財部というよりも，やはり最終的決断は

事業部門の判断によると思います。

それから，国際的といいますか，知財侵害訴

訟で一番有名なのは，1980年代の米国プロパテ

ント政策で，最も米国の均等論が非常に盛んだ

った頃の，住友電工さんとコーニンググラスワ

ークスさんの光ファイバーの特許訴訟でして，

日本メーカーが負けたという苦い経験もござい

ました。それに伴い，特許も国内特許だけでな

くて，海外特許も更によく調査して製品化する

ことになったと考えます。

電線そのものでは，グラスファイバーとか非

電線製品を除きましては，電線はそれぞれの国

でつくるということがございましたので，日本

の電線メーカーが個人発明家から訴訟を受ける

ことは少ない方ではないかと思います。それか

ら中国関係では，やはり各社の特許やビジネス

マナーを無視してやってくる場合が多く，この

辺あたりは，他社の製造業と変わりないと思っ

ております。

出願は増加傾向

自社の特徴でございますけれども，弊社も６

社の中では上の方ではございませんから，今，

事業構造を改革いたしまして，事業分野を電線

に加え自動車関連製品とかシール製品へシフト

しております。特許出願は，バブル期には非常

に多かったのでございますが，最近では費用対

効果ということもございまして一時減りました

が，ことしから少し増える方向に向かっており

ます。

先ほど申しましたように，ライセンスアウト

するということもございまして，ライセンスの

導入，供与ともに，会社規模が小さいわりには

活発でございます。知財部は，小所帯ながら，

社内技術を広範に管理する専門家集団という形

で対応させていただいております。最近は，営

業秘密とか著作権という形で，わりと担当分野

が拡大してきていると思われます。

知財への関心は高い

それから，経営との接点でございますが，月

次の報告の他に年報を発行しておりまして，経

営トップに対してはこれ等で知財活動状況を報

告しております。ことしから，年報に基づいて，

社内の経営会議でも報告しろと言われておりま

して，私の課題になっています。それから，重

要案件につきましては，都度，トップに呼ばれ

まして，答申，報告いたします。職務発明の規

定を改正しましたときにも，トップから，来て

説明しろということで，大分，額に汗をしなが

ら報告したことを思い出します。

それから，他部門との連携は，知財への関心

が結構，活発だということもありまして，部門

長とは年度，半期ごとに知財面の目標を設定い

たしまして，諸問題，案件の調整を行い，知財

戦略を説明する，定例の会議を開催しておりま

す。そして，各知財マンは，特許抽出会をそれ

ぞれの事業部門と持ちまして，特許出願抽出を

フォローしています。当然，R&Dの説明会な

ども，我々も参加いたしまして，そこでR&D

の説明資料の中に，特許のシチュエーションを

書く欄がございますので，それに対しての意見
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を申し上げます。

知財教育に対しましても，社内，社外の知財

教育をしております。JIPAの研修などは，非常

に役立たせていただいていると思っております。

人材育成と子会社管理

こういう活動ができればよいなということで

ございますが，電線分野から非電線分野に進出

するということで，これは，より競争が激しく

なるということで，有能な知財マンの育成が必

要でございます。一方，最近，知財はバブルで

ございますので，引き抜きというのもございま

すから，そのあたりを防衛しようと思いますと，

モチベーションを向上させる手段の一つとして

待遇的に優遇するという手段があります。しか

しながら，同期で入社した者が担当分野が異な

ることで，一方が高くて，一方が低いという状

況を作るのは全社的な見地からちょっと難しい

ところがございまして，この辺が私の悩みでご

ざいます。

それから，構造改革いたしますと，子会社へ

事業を切り出したりとか，合併したりというの

がございますので，子会社化した場合，知財面

でもそれをフォローしていかなければいけない

という問題もございます。しかしながら，株式

の比率が変わり，弊社が持っていた株式のマジ

ョリティーがマイノリティーになってしまった

場合，どのあたりまで援助したらいいのかとい

うのも悩むところでございます。このあたりの

人材育成と子会社管理がうまくいければいいな

というところでございます。以上でございます。

人材の流動

【吉野】人材の流動は，結構大きいんですか。

【平井】希望退職の募集を行うような厳しい

経営環境になりますと，やはり有能な者が抜け

るということがございまして，このあたりも悩

みです。知財マンは非常に売れ行きがいいとい

う巷の状況もございますが，今まで一生懸命育

ててきた人がいなくなるのは，ちょっとつらい

ところがあります。

【宗定】それでは，引き続き，戸田常務理事。

【戸田】日立技術情報サービスの戸田と申し

ます。私は，日立の知財部門に20数年おりまし

て，一昨年からこの特許調査子会社のほうに移

っております。知財協の中では，特許第１，第

２委員会，研修企画委員会，産学連携プロジェ

クト，知財信託プロジェクトを担当させていた

だいております。

幅広い分野をカバーする電機業界

電機業界における特徴は，一言で言うと，多

様性です。例えば，JEITAには約500社加盟し

ていますが，電子材料，部品，デバイス，機器，

システム，ソフトウエア，ソリューション等々，

幅広い事業分野をカバーしておりまして，会社

の形態も日立，東芝のような総合電機メーカー

もございますし，専業のメーカーもあるという

具合でございます。

知財権の活用という側面で見ますと，大きく

３つぐらいに分けられると思います。１番目は，

優位性を確保する。２番目が，事業戦略として

活用する。この中には，特許ライセンス収入を

確保するとか，クロスライセンス，標準化，パ

2．6 電機業界の場合
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テントプール等への貢献をしていくという活用

の仕方があると思います。３番目に，経営戦略

としての活用です。事業参入を阻止したり，

M&A，アライアンスで活用していくというこ

とがあると思います。

こうした活用形態は，業容が多岐にわたって

いる会社の場合には，なかなか会社共通の方針

が出しにくくて，事業ごとに活用形態を決めて

いる会社がかなり多いと思います。専業メーカ

ーの場合には，単一の活用方針を比較的打ち出

しやすいと思います。電機業界はいろんな分野

をカバーしておりますので，相手によっては競

合関係だけではなく，顧客になったり，色々な

営業問題が多く絡んでくるのも特徴かと思いま

す。

量から質への転換

歴史的には，多くの電機メーカーは，欧米の

基本的な技術，特許を第２次世界大戦後に導入

して，そこから事業を立ち上げていきました。

1960年代，70年代は，かなりライセンス料も払

っていたと聞いています。それを何とか克服す

るために，色々な技術開発を行いまして，それ

に伴って特許出願も非常に増えていきました。

例えば日立の場合ですと，特許・実用新案の出

願件数がピーク時は年間２万件を超えていまし

た。

出願件数は多かったのですが，特許係争に直

面したときに，なかなか戦える特許が少ないと

いうことで，量から質への転換を1980年代から

図ってきたということでございます。最近は，

攻めにも転じておりまして，国内メーカー同士，

それから東南アジア，中国，韓国，台湾等との

係争も非常に増えてきております。

分野ごとで特徴が異なる

電機の分野ごとの係争の特徴について説明し

ます。これは私の考えなので，違っていたら違

うとご指摘をいただきたいんですが，まず1番

目は，電子部品・デバイス。半導体，液晶等に

代表されるわけですけれども，非常に係争が多

い分野だと思います。

２番目が，産業・社会システム機器，通信機

器，パーソナル機器，デジタル家電など，これ

らを一くくりにするのは問題があるのでしょう

が，ここも非常に係争が多いと思います。業界

の有力企業の活用方針，ライセンス方針によっ

て，かなり影響を受けます。それから，特許と技

術標準が問題になるのも，この分野の特徴です。

３番目に，コンピューター，サーバー，スト

レージ，ネットワーク等々の情報・通信システ

ムですけれども，欧米の有力企業の知財の活用

方針が相当影響しております。そのほか，ソフ

トウエア，ソリューションは，特許の数は沢山

あるのですが，なかなか侵害立証が難しい側面

がございます。現在は，知財権の効力を一部制

限しようという動きもありまして，この分野も

目が離せない分野でございます。その他，電力

プラント等の社会インフラ系の製品は，お客様

が限られておりまして，それほど係争は多くな

りません。特許以外では，模倣品対策等を行っ

ております。

知財は集中管理

日立は，事業が多岐にわたっていますが，知

財の集中管理をしています。場所は分散させて

いますけれども，知財部門の組織は一本化され

ています。それから，もう一つの特徴は，事業

が多岐にわたっており，特許活用度指標を導入

して，事業分野ごとに投資金額に対してどれだ

けの効果を上げたのかを，色々な活用形態ごと

に社内管理しています。

経営側との接点についてご説明します。日立

製作所の庄山社長は，現在，日本経団連の副会

長兼産業技術委員会の委員長で，知財を担当し

ていますので，社内の知財部門とは頻繁に接点
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がございます。

グループ各社との連携が課題

他部門との連携という意味では，日立グルー

プ各社との連携といいますか，連結経営，日立

グループとしての知財戦略をどう出していくの

かという課題があります。日立製作所は連結会

社が約1,000社あります。知財を生み出す会社

でも，100社くらいはあるでしょう。そういっ

た会社に対し，共通の知財戦略を打ち出すのは

大変難しいんですけれども，キーワードとして

は，技術の日立を支える知財ということになろ

うかと思います。知的財産報告書もグループと

して２回ほど公表いたしました。

今後の活動としては，人材育成ということで

すけれども，専門能力向上に加えて，やはり経

営的な経験・知識をいかに入れていくのか，ロ

ーテーションも含めた育成が必要ではないかと

思っております。

以上です。

【宗定】どうもありがとうございました。

引き続きまして，倉永副理事長，お願いいた

します。

【倉永】副理事長をしていますNTTの倉永で

ございます。

テーマは，サービスからソフトまで，非常に

広い話です。サービスにもいろいろあるのです

が，私が属している通信業界の話と，それから

ソフトウエアの話を少しまとめました。

ビジネスモデル特許を契機に特許意識が芽生

えたサービス産業

まずサービス業界全体の話をします。一般の

サービス産業は本来，特許とは全く無縁な世界

でした。それが，ビジネスモデル特許のブーム

で特許を意識するようになり，銀行や保険，証

2．7 サービス業界の場合

券会社，いろんなサービス産業が特許を出すよ

うになりました。ただ，当時は，既存のビジネ

スをインターネット上で実現しただけで特許に

なるという誤解がありました。結果的に今，ビ

ジネスモデル特許の特許査定率は10％以下とい

う状況になっています。多分，アイデアだけで

特許を取得するのははなかなか難しいというこ

とではないかと思います。逆に，そういうアイ

デアを実現するソフトウエア開発メーカーとの

共同出願はわりと特許査定になっているようで

す。しかし，特許にならなくても，少なくとも

そういうサービス産業の各企業が，このブーム

で特許を意識するようになったという事をきっ

かけにして，特許出願人の裾野が広がったので

はないかと思います。

特許権と標準化

それから，通信業界ですけれども，従来の電

話の時代と言われたときとインターネット以降

では，全く産業構造が違っています。従来，電

話の時代というのは，我々はどうしてきたかと

いいますと，要するに通信というのは国際間で

つながらなくてはいけないので，国際的な技術

の標準化が必須だったわけです。そうすると特

許は，どちらかといいますと，標準化技術を守

るための防衛策で，特許があるとベター，安心

感がありますというぐらいのものです。

実際特許を取得しても，無償開放が原則でし
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た。当時，通信機器については研究開発のリス

クが大きいということで，通信事業者が研究開

発費を投入して，日本の産業を牽引してきたと

いう背景があります。ベンダーさん，これはメ

ーカーさんですけれども，通信事業者に開発商

品が導入されることを前提にして，共同開発に

参加していただいていました。その技術が国際

標準化に採用されると，外国で先行導入される

ので，技術標準化はベンダーさんにも非常にメ

リットがあったわけです。ですから，各国は，

自分たちの国の産業を守るために，競って自分

たちの技術を国際標準化として提案していった

という背景がございます。

そういうこともあって，当時は交換機等の通

信機器については，特許侵害が起きてもあまり

通信事業者が責任を負うのではなく，ベンダー

さんが責任を負うのが原則になっていました。

通信事業者自身は，特許はとるけれども，他者

侵害についてはあまり意識していなかった時代

です。

特許の取得は資材調達の利便性のため

我々は何のために特許を取ったのかという理

由の１つは，資材調達の自由度を確保すること

です。我々が特許を持つことによって，その特

許をいろんなメーカーさんに使わせることで，

１つのメーカーさんから機器を買うのではなく

て，多くのメーカーさんから買うことで，資材

調達の額を安くするねらいがありました。

通信業界では，ビジネスモデル特許がブーム

になる前から，似たような特許出願は出ていま

した。それは電話サービスの多様化，例えばフ

リーダイヤルや着信払いができるようになった

のですが，その頃に，いわゆるサービス特許と

呼ばれたものが出されています。有名なのは，

AT&Tの800番サービス，これはフリーダイヤ

ル関係の特許ですけれども，AT&Tが持って

いて他の通信事業者を訴えた事件がありまし

た。ですから，我々はビジネスモデル特許のブ

ームがあったときに，今までと特に何も変わら

ないという意識でいました。ただ，銀行さんた

ちが出しているのと違って，サービス特許はサ

ービスそのものの発明ではなくて，サービスを

実現するソフトウエア処理の発明として出願し

ていました。どちらかというと防衛的色彩が強

いものでした。

インターネット時代は一人勝ちか共存共栄の

二分化

これが電話の時代ですが，インターネット以

降はがらりと変わります。要するに，技術の標

準は国際機関での議論ではなくて，民間レベル

で決定するデファクトスタンダードが主流にな

りました。そうなるとデファクトスタンダード

のように，基本的に一人勝ちか，あるいはフォ

ーラム参加型で，みんなで共存共栄を図るか，

どちらかになってしまいます。インターネット

自体，米国が国防省のネットワークを普及させ

て，世界を制覇したということで，これはもう

完全な一人勝ちになっています。ほかにもマイ

クロソフトのパソコンのOS，Windowsや，シ

スコのルータも，結局，一人勝ちになっている

ということです。一人勝ちになっている企業の

中には，いろんなベンチャーもあります。それ

らの企業が保有する特許が問題となるわけです

が，それらの特許を買っていく，あるいは会社

自体を買収することで，他社特許を排除するい

う方法をとっているところもあります。

もう一つ，共存共栄の例としては，音声符号

化の標準化技術であるMPEGがあります。

MPEGはフォーラムによって，各社が保有する

特許を一括して他社にライセンスする，いわゆ

るパテントプールという方式をとっています。

各社がそれぞれライセンスすることによって，

機器価格が高騰するのを防止して，むしろ技術

を普及させていくことで共倒れを防ぐというも
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のです。

通信の価格競争は一応落ち着いたので，これ

からは，サービスの差別化が必要になり，サー

ビスにかかわる特許がこれからますます重要に

なってくるという気がしています。

個人発明家，ベンチャーが台頭するソフトウ

ェア特許

それから，話は変わりまして，ソフトウエア

特許の問題ですが，ソフトウエア特許というの

は，そもそも研究開発投資があまりなくても発

明が生まれてしまうという特長があり，誰でも

特許を取得することができます。したがって，

特許ライセンス収入だけを目的とした個人発明

家とか，ベンチャーが台頭してきているという

のが産業上の課題になっています。それで，今

どうなっているかといいますと，ソフトウエア

特許を弱める動きが出てきています。これは，

アメリカ，日本，ヨーロッパ，皆同じです。ア

メリカでは，個人発明家等の権利行使を避ける

ために，みずから実施していないと，差し止め

できないという法案が議会に提出されています。

オープンソースと特許

もう一つは，オープンソースの問題です。そ

もそもオープンソースの考え方は，特許等の権

利を一切認めないというものなので，そういう

発想からすると特許なんか邪魔だということに

なります。我々知財協では，ソフトウエア特許

をどんどん認めようということでずっと動いて

きたわけですけれども，今，逆風が吹いている

状況です。

次に，独禁法とインターオペラビリティの問

題があります。マイクロソフトはヨーロッパに

おいて，独禁法で訴えられていますが，この理

由はOSとほかのアプリケーションを，バンド

ルして売るのではなくて，別々のものがちゃん

とつながるようにしなさいということです。こ

れは簡単なようですけれども，非常に難しくて，

つながるようにするためにはどこまでオープン

にしなくてはいけないかが問題になります。性

能まで同じにしなければならないとなると，相

当なところまでオープンにしなくてはいけない

ということなので，これをどうするかはおそら

くこれからの課題になってきています。協会と

してこれに対しどういう立場を取っていくのか

は，なかなか難しい問題だと思います。以上で

す。

【宗定】どうもありがとうございました。

それでは，最後になりますけれども，久慈理

事長，お願いいたします。

【久慈】それでは，自動車なんですが，吉野

さんは副社長時代に知財担当役員で，私は報告

する立場にあったので，今さらいいよと言われ

そうなんですが，とりあえずご紹介いたします。

完成車メーカー，部品メーカーが複雑に絡む

自動車業界

まず，自動車という商品なんですけれども，

自動車の完成車メーカー，それから多数の部品

メーカーが関係しております。またそれらのメ

ーカーによって作られる部品の組み合わせも多

岐にわたり，そういう意味で，知財が複雑に関

連するんです。

2．8 自動車業界の場合
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自動車会社自体は日米欧でもう既存の自動車

メーカーで，あまり新規参入はないですから，

そこでの知財のルールは大体確立している状態

だと思います。日米欧の各社の知財部長も皆，

顔見知りですし，知財の競争みたいな点で言う

と，今の世界の状況は日本のトヨタさん，日産

さん，本田で競争していれば，大体それがその

まま世界の競争になってしまうという状況でも

あると思います。欧米の自動車会社の知財はあ

まり気にしなくてもいいというところまで，今

きていると思います。

そうしますと，ライバルの間での競争は，お

互いに連絡を取り合って，うまくライセンスを

したりということになりますので，むしろ自社

の海外工場への技術ライセンスへの使い方，そ

れから技術標準を世界にさきがけて持っていた

場合が問題になります。これは電機と同じよう

に，通信技術などは標準になっていく傾向が非

常に強いですから，そこでの知財でのライセン

ス。それと，日米欧の既存の自動車会社ではな

くて，新規参入の中国の会社が模倣品をつくっ

てきたときに，それに使う，使わなければいけ

ない状態が目下のところの状況だと思います。

侵害問題は各社知財部門同士で解決

侵害問題については，これは日米欧の場合に

は，知財部門同士で大体，解決してしまいます。

判断レベルも大体同じような調子なので，論争

で決着がつかず，裁判にいくというのはあまり

ないです。

ただ，同一機種大量生産，例えば１つの名前

のブランドの車が非常に多くの数が出ますか

ら，個人の発明家が，彼らは失うものがなくて，

自動車会社をリストアップして訴えてくるのが

あるんですけれども，その場合のリスクは非常

に大きくなることがあります。ただ，この場合

には複数の自動車会社が被告になるので，大体，

本田に訴状が来たら，ほかはどこが訴えられて

いるのかをまず気にして，トヨタさんや日産さ

んが入っていると，ちょっと頑張ってもらって，

後ろから支援しようかということをたくらんだ

りもしますけれども，そんな状況です。

中国と韓国のメーカーはちょっと今悩みの種

で，商標，意匠から，特許侵害が随分行われて

いるというのに気がつき始めています。特許の

侵害は，相手の車を買ってきてばらさないとわ

からないですから，ばらしてみると，随分ある

なという状況でもあります。この先，しばらく

の間，この対応はすごく重要な知財活動の１つ

になるんだろうと思います。

知財と名の付くものは全て知財部の仕事

自社の特徴ですが，知財業務の範囲を拡大し

ております。これは会社の中で，知財と名のつ

くもの，知財っぽいものは全部，知財部門でや

ったほうが早いと考えています。どこの企業も

同じような感じだと思うんですが，法務部門と

知財部門との役割の分岐点がどこにあるかとい

うのがあるんですけれども，製造業の場合には，

法律問題でも技術が関係するものが多いですか

ら，知財部門でやったほうが多分，技術をわか

る心を持っているという意味では，いい解決が

しやすいのではないかと思っております。一方

で，法務部門は，現在はガバナンスのほうに各

社とも大体振ってきていると思います。法律違

反を起こさないようにという監視体制といいま

すか，管理をする役回り。

そうすると，技術に関する法務という問題は，

ビジネスでの実際的な判断をしていきますの

で，それはむしろ知財部門の中で強化していく

ほうが早いのではないかと思っていまして，そ

こでどんどん拡大しました。技術法務というこ

とで，M&Aなどでいい技術を持っている会社

に投資をしたりというときに，技術は知財で評

価するのがかなり正確に評価できるというとこ

ろもありまして，こういう仕事も知財部門でや
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ったらいいのではないかということで，取り組

んでいっております。

ブランド／ノウハウマネジメントも知財部門

それから，ブランドマネジメントは，吉野さ

んが社長の時に，知財部でブランドマネジメン

トをやってみるようにということで指示があっ

たんですけれども，商標の活動から拡大して，

その延長線にあるところで，ちゃんとした商標

の使い方，自分の会社の商標を正しく使うとい

うのはどういうことか。知財部門は，そのあた

りの情報とか知識がいろいろありますので全社

に対して言いやすい。それをもっと拡大し，自

社のブランドがどういうふうに変化していくの

かを，全世界で見るという役回りまで，今は負

ってきております。これがブランドマネジメン

トです。

次にノウハウマネジメントですけれども，こ

れは自動車を中国に進出するときに，中国企業

との合弁で50％の出資しかできないのが，今の

中国の法規制です。そうすると，合弁会社に対

して，中国側の企業の技術者が相当入り込んで，

そのまま自分のところへ持ち帰っていくという

ことですので，いかにして本田側の技術を守る

か，その問題に直面します。そのときに，現場

である現地の合弁会社はできるだけ生産をちゃ

んとやる，品質をちゃんとやるという責任があ

りますから，現場に任せれば，情報はすべて流

れてしまうというのが，ある時点でわかりまし

て，ノウハウは特許出願と非常に近いところに

ありますので，知財部門が防波堤といいますか，

若干，悪役にはなるんですけれども，これは出

すべきではないというストップをかけるような

役回りを負うということです。それをきっかけ

にして，ガイドラインをつくったり，いろんな

働きかけをしたり，体制をつくったりといった

ことをやっております。そのように拡大をして

きました。

知財と他部門の人材交流が課題

それから，少し話は飛びますが，こういう活

動ができればいいと考えていることというのは，

人材育成についてなんですが，今のように知財

活動が広範になってくると，従来の特許出願の

知識とかスキルを持っている人たちの集まりと

いうことでは対応し切れなくなるんです。もっ

といろんな知識を持った人たちを集めなければ

いけなくて，さらに知財部門にいた人を他部門

に出して，戻ってきてもらうといったことを，

少しずつやっております。それを繰り返すこと

によって，もっと知財活動が充実した状態で，

企業の中で浸透といいますか，うまくビジネス

にリンクしていくんだろうと思っております。

以上です。

【宗定】どうもありがとうございました。

皆さん予想どおり非常に熱心にお話しいただ

いて，理事長の言葉に励まされて10分以上お話

しいただいて，吉野さんにお話しいただく機会

もあまりなかったんですが，全体を聞かれて，

会長のご印象はいかがでしょうか。

業種を超えた知財の交流は有意義

【吉野】私も，他の業界の知財の活動状況と

いうのを聞いたことがないんですよね。きょう

初めてそういうことをお聞きしたんですが，多

分，皆さんは知財の専門家ですから，あの業界
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の知財はこういうことだみたいなことはかなり

おわかりになっているんでしょう。

【宗定】かなりじゃなくて，アバウトわかっ

ています。

【吉野】こういうふうな場が今まであったか

どうかということは知らないんだけど，こうい

う場で，こういうことをもうちょっと詳しく説

明してよとかという，ご自分の仕事に参考にな

るようなことをどんどんやりとりできるといい

んだけど，その辺，皆さんどういうふうに感じ

られたかというのはちょっと聞きたいんだよね。

【宗定】指名させていただきます。戸田さん，

どう思われました？　こういうことをやったこ

との意味。

【戸田】非常に意味があると思いますね。例

えば知財協として何かしらの政策提言をすると

きに，一番苦労するのは，業種による考え方の

違いです。私みたいに電機業界というのは，ど

っちかというと，たくさん出願して，どれかが

当たればいいだろうということもなきにしもあ

らずです。でも，医薬品業界の人に言わせると，

とんでもない，何を考えているんだと。１個の

特許権というのは何よりも重いという話が出て

くると，知財協として，どういうバランスで，

どういう提言をして良いのか，他の業界の話を

具体的に聞かないとよくわからない面がありま

して，そういう意味では非常に役に立つと思い

ます。

もう一つは，社業の面からです。例えば日立

みたいな総合電機メーカーですと，いろんな業

種，例えば宗定専務理事が在籍された化学会社

とも話し合いをしなければならないときがあり

ます。異業種の方と話をするときに，特許共通

の言葉を使ったつもりでも全然受けとめ方が違

う場合がありまして，そういった意味でも，こ

ういった相互の業界事情の理解というのは非常

に大切だし，役に立つと思います。

【宗定】逆に，１件の特許の重い医薬業界は

どうですか，こういう会合。

【稲場】私も，こういう会は非常に今後役に

立つんじゃないだろうかという気がします。た

だ，ちょっと言わせていただきますと，７分と

いうのはちょっと短いかなと。今回は，結局，

あの業種は似たところがあるなとか，あるいは，

あの業種は全く違うところがあるなとか，それ

が一応はわかったように思いますので，この後，

それを手がかりにして次のステップ，会長がご

指摘になりました，その部分で聞きたいことが

あるかとか，そういう点を今後詰めていけば非

常に役に立つんじゃないかなと思っておりま

す。

知財協は世界最大の知財ユーザー団体

【吉野】ところで，主として欧米なんだろう

けど，欧米の国で，例えばこういうふうなアソ

シエーションとか，そういうのがあるのかない

のか。あるとしたら，どんな活動をしているの

かというのは大体つかんでいる？　僕は知らな

いんだよ。

【久慈】欧米でもやはりユーザー団体という

のはありまして，アメリカはIPO──IPのオー

ナーの集まりという。ただし，日本の知財協は，

日本の製造業の特許出願数における上から800

社ぐらいを含めて，1,000社近く，知財を生み

出す企業が集まっていますので，ほぼ網羅して

いる状態だと思うんですね。ところが，アメリ

カではそんなふうな集まりではなくて，もっと

数は少なくて，それも定期的にやっているとい

うことではないと思います。ヨーロッパは，国

がばらばらですから，むしろ，UNICEという

ヨーロッパの経団連みたいなところで知財の集

まりがある程度あるということですね。

ですから，日本の知財協は世界最大のユーザ

ー団体という言い方をたまにするんですけれど

も，規模も活発さもそういうことだと思います。

3 ．各国の知財ユーザー団体の活動
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【宗定】皆さん，どなたか，今の吉野会長の

ご質問に関して，私はこう思うとかいうのをご

自由に。

知財協でも若手同士の異業種交流を

【田端】企業研究会というのがありまして，

どちらかというと課長クラス，若手を中心とし

て毎月同じメンバーが集まって，共通のテーマ

について，例えば職務発明についてとか，ある

いは外国出願をもっと効率的にやるとか，そう

いうようなテーマで，各社，異業種の人たちが

どういうふうにやっているかを述べ合って情報

交換する場があります。こういう場が残念なが

ら知財協ではなかった。異業種の部長以上のク

ラスの方がこうやって集まってきているんです

が，情報交流というと，常務理事会や委員長会

という連絡事項を中心とするフォーマルな会合

が比較的多くて，もうちょっと突っ込んだ交流

というのがなかなかできなかった。そういう点

では，もう少しレベルを上げた情報交流が，こ

ういう場でできるというのはすごくいいなと思

います。これがもうちょっと発展すると，各社

共通のテーマにもうちょっとフォーカスして，

そこを突っ込んで情報交換していく。次にはま

た，皆さんが関心のあるようなテーマで突っ込

んでいく。こういうふうにやっていくと，異業

種の情報がかなり参考になるんじゃないかと思

いました。

どこまで開示するのかが悩ましい

【吉野】特に一つテーマというか，それを投

げかけると，さっき久慈さんのお話の中にあっ

たノウハウの話ね。日本の企業はまだまだこれ

から，特にアジアだとか発展途上国を対象にグ

ローバル化していくと思うんですね，現地生産

とか，そういう意味合いで。そのときに，現地

でもかなり競争しなきゃいけないわけだから，

4 ．ノウハウについて

それは日本の企業同士もあるし，世界中の企業

がそこへ来て，例えば中国なんかはそうですね，

競争するわけで，当然，いろんなことを現地で

実現していって，競争力も高めていかなきゃい

けない。そういう状況にだんだんなってきて，

そういうことでの皆さんの悩みというのはない

ですかね。

例えば，さっき途上国の話をしたけど，僕は

アメリカで生産会社の責任者をやっていたとき

にも，言うなれば，きのうまでレジをやってい

た人を雇って生産してもらうわけだから，いろ

んなことを教えなきゃいけないわけですよね。

テキストブックをつくったり，いろんなことを

するんだけれども，あるレベルまでしか開示し

たくないような部分があって。というのはなぜ

かというと，先ほどどこかで話が出たように，

優秀な人ほど動いていっちゃうわけだよね，ど

んどん。ノウハウがないと力が出ないから，ノ

ウハウを適用しないとね。どこまでは社外へ出

てもいいという覚悟を当然しなきゃいけないと

いうようなことで，結構悩ましいんだけども，

そういうことはあまり経験ないですか，皆さん

のところは。

開示しすぎると最大のライバルに

【田端】リコーの関連会社が韓国にありまし

て，当初は50：50の合弁だったんですが，今は
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もう20％強の資本比率に変化しています。ちょ

っといろんな背景があるんですが，とにかくリ

コーの最新の複写機，プリンターの技術ノウハ

ウを欲しいと申し出てくる。自分たちが独自に

作ってビジネスを始めたい為です。このときに，

どこまでその技術を出すのかということで，事

業部門の人たちが言っていたのは，全く同じレ

ベルの技術ノウハウを出してしまうと，むしろ

それが逆にライバルになってしまうというよう

なところがあります。

一定の技術差を確保して開示する

例えばアナログ技術は出していくけれども，

デジタルの部分は当面出さないとか。これであ

れば，ある一定の技術格差は必ずキープできる。

きょう，あるセミナーで話を聞いたのですが，

アメリカが中国等に技術を出すのに，２年間の

力の差を絶対つけさせるのが国家ポリシーだと

いうようなことを説明しておりました。そうし

ないと中国がものすごい脅威になってしまう

と。その２年間のギャップ，常に２年間はアメ

リカが先行しているというのがどういうものか

はちょっとわかりませんけれども，何かそうい

うポリシーでもって，この技術を今出すのか出

さないのかを決めているようです。

【吉野】それでマーケットで競争できるかと

いう話はあるよね。

【田端】そうなんですよね。相手は，それが

ないとライバルと競争できないという。そこが

ちょっと悩ましい。

【吉野】それと，相手との信頼関係みたいな

部分もあるしね。

流出防止のために

【神杉】医薬の場合はやっぱりちょっと違う

のかもしれませんね。製品が非常に小さいもの

なので，商売はワールドワイドにやらないとい

けないんですけれども，必ずしも現地製造しな

くてもいけるんですよね。だから，非常にプリ

ミティブなというか，化合物の製造工場なんか

は外国でやることはあっても，最終製品のノウ

ハウ的なところが入るような部分に関しては，
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ずっと日本で製造して，最終製品を海外に輸出

していくということはやっていますね。

【吉野】自動車は政治イシューだからだめな

んだ。

【神杉】そうですね（笑）。しかも，物が大き

いですから。

【吉野】しかも，為替もあるしね。森さんな

んかがよく知っていると思うんだけど。だから，

輸出を主体に世界展開するというわけには，も

ういかないんだよね，全然。

【志村】電機なんですけれども，例えばうち

の会社ですと，今，PDPみたいものは結構ノウ

ハウの塊になっていますので，事業的な観点か

らすると，そういうものについては海外に出さ

ないで国内で生産していくと。それは，トップ

層が盛んに言っているブラックボックス化とい

うことなんです。要は，電機の中でも見えなく

するものも，中にはあるということもあります。

退職者等の人材の流出

ただ，今，理事長と新たな「知」の保護とい

う委員会に出ているのですが，いろんな観点で，

やっぱり日本企業自体が技術流出をみずからし

ちゃっていることもかなりあると。その一つの

悪者になってるのが特許の公報なんですけれど

も，必ずしも特許公報だけで技術流出はしてい

なくて……。

【吉野】定年退職者だってね。

【志村】そうですね，そういう人材の流出と

か。今，インターネットでいろいろ検索できち

ゃう時代に，やっぱり会長がおっしゃられたノ

ウハウの保護というのは，基本的にはその企業

の行動，企業の考え自体で，そういうノウハウ

というのを秘匿して確保していかないといけな

い時代，まさにそういう時代が来ているんじゃ

ないのかなという感じがしますね。

だから，先ほど戸田さんがおっしゃっていた

ように，やっぱり質の向上というんですか，要

は，出願ばかりしていてもいけない時代にもう

なってきて，いかに知財をうまく扱っていくか，

それが問われてきている時代なのかなという気

がいたします。

【吉野】さっきもちょっと話があったけど，

現場の技術者，向こうへ駐在してる人は，「悪

女の深情け」みたいなもので，どんどん教えち

ゃうんだよね。だって，教えないと日常がうま

くいかないわけだから。

【宗定】オペレーションそのものは出したほ

うがうまくいくわけですよね。長期的な戦略と

して，それは結局，自分たちの首を締めていく

と。そこを，自分たちがどんどん走っていくこ

とによって，どう引き離していくのか。

【吉野】こっちが先に行くしかないんだと思

うけどね。常に先に行く，ある距離を。

【久慈】いろいろやってると，ここまでは教

えないと生産保証，品質保証ができないけれど

も，ここから先は必要ないという一線がやっぱ

り出てくるんですね。

【吉野】ある。だんだんわかってきた（笑）。

【宗定】やっぱり久慈さんに答えてもらうの

が一番よかった。

日本の企業で，多分，ノウハウ管理を本格的

に企業全体でやっているのは本田さんだけなん

ですよ。

【吉野】そんなことはないだろう。

【宗定】いや，知財部門がやってるのは，多分，

本田さんだけだと思います。電機は，比較的，

ノウハウというのは今まではあまり重要視され

ていなかった。ノウハウが一番重要視されてい

るのは化学なんですね。化学の場合は，国産技

術があまりなくて，技術導入で来て，秘密保持

をしなきゃいかんということから，ノウハウは

非常に厳しくしてきたけれども，グローバル化

では，ほとんど実力がなかったから出ていけな

かったんですね。今おっしゃったような問題は

あまり起こっていない。本田さんみたいな企業
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がノウハウの問題に最先端で触れられて，事業

部門でない部門がチェックしたほうがいいとい

うことになっているんじゃないでしょうかね。

【吉野】必ずしも喜んで海外でやってるわけ

でもないんだよね。できれば日本から出してい

きたいんだけど，依然としてね。だけど，関税

の問題だとか政治問題だとか，いろいろなこと

があるからやらざるを得ないんだけども。いず

れにしても，そうなると，その問題が出てきち

ゃうんだよね，今言ったように。

将来の会社のために出せないノウハウ

【久慈】典型的な状況みたいなのがありまし

て，ノウハウ管理をやり始めた３年ぐらい前に，

現地の工場の総経理さんたちが何人か日本に来

まして，私が会議に呼ばれて，あなたが情報を

出してくれないから我々は非常に困っていると

詰め寄られた場があったんですよ。そのときに

こっちは，これは将来の本田のために出せない

ということで頑張ったんですね。痛感したのは，

現場でやっている，日本から行って総経理をや

ったり社長をやっている人たちは，情報はとに

かく欲しい。現場に管理を任せると情報は出る

んですね。だれかがそこで体を張って守らなけ

ればいけないというとき，やっぱり知財部門が

やるのが一番適しているんじゃないかと思いま

したね，そのときに。

開発の開示を求める中国

【吉野】まだ生産のノウハウみたいなものは

整理もできるんだけど，中国なんかは開発の開

示を国として求めているんだよね。契約書にも

一部それが書かれているから。開発技術のノウ

ハウみたいなものはかなり嫌らしくて。

【宗定】中国とかブラジルとかいう途上国は，

国策として，ノウハウだけでなくノウホワイを

必ず出せと。要するに研究開発能力そのもので

すね。これを出すと，ほとんどばかみたいな話

になりますよね。そこは何が何でも守らなきゃ

いけないし，それを全般的に日本の企業がさら

け出しているのは，あまりまだないんじゃない

でしょうか。

【吉野】これから政治が絡んでくるとわから

ないよ，中国あたりのね。こちらの裁量でやれ

る部分とやれない部分とがあるから。これは業

種によって相当違うかもしれないね。

【宗定】やっぱり本田さんに頑張っていただ

くという（笑）。

まだしばらく時間があるので，皆さんのほう

から吉野会長にむしろ，こういうことをお伺い

したいというのがあれば，どんどん聞いていた

だければと思いますが。

会費に見合った価値

【土井】問題提起させていただきます。先ほ

ど吉野会長から各プレゼンターに対して，協会

としてもうちょっとこういうことをやるべきと

か，あるいは協会を通じて，日本の政府等にこ

ういうことを要請していくべきという点があれ

ば話して欲しい旨要求されましたが，残念なが

ら話が出ませんでした。

当協会には会員企業が沢山いますが，ご承知

のとおり，ここに集まっているメンバーはほと

んどが大きな企業に所属しています。当協会の

専門委員会に委員を派遣している企業は，人数

的にもパワー的にも余裕のある会社だと思いま

すが，それが約200社です。残りの600社超はほ

とんど，数人の知財部員で雑多な仕事をしてい

ます。

こういう企業に対して協会として何かしてあ

げること，支援できることがあれば，協会とし

ては非常にいいことではないかと，思っていま

す。吉野会長から，何かアイデアがあればお聞

きしたいし，皆さんからもいろんな意見が出て

くればいいなと思っていますが。

5 ．協会に対する要望事項ついて
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【吉野】要するに，会長になっちゃっている

もんだから。会員の人には会費を払ってもらっ

ているわけでしょう。だから，それに見合った

バリューを，サービスであれ何であれ，提供し

なきゃいけないんだろうと思うんだよね。会員

のレベルとか規模とか，いろいろあると思うん

だけど，満足されているのか，満足されていな

いのかということなんだよ。

【宗定】多分，それは市場が評価すると思う

んです。払いたくなきゃ，やめていけばいいわ

けですよね。やめる企業はほとんどないんです

よ。特許事務所が，賛助会員という，ボーティ

ングライトがない人たちが入ってきて，最近や

め出したんですよ。だけど，企業でね……。合

併なんかで２社だったから１社になるとかとい

うのは最近出てきているんですけれども。

【吉野】だけど，もうちょっと具体的に，も

うちょっとこういうことをやってくれたらとか

……。

【宗定】言わないんですよ。言うと，自分に

はね返ってくるから。

でも，前に管理委員会が，知財部員が15人以

下の企業が今何％ぐらいか調べましたら，75％

なんですよ。知財協で活躍されている約200社

というのはそれ以上の企業がほとんどで。だか

ら，会員会社の数にすると，知財協活動にそれ

ほど積極的に参加されていない企業の数が圧倒

的に多い。でも，知財の部員の数からいくと，

今知財協で役員とか委員とかをして活躍されて

いる会社が圧倒的に多い。こういう構造になっ

ていまして，数の少ない知財のメンバーでやり

くりしている多くの企業さんは知財協活動に入

って来て文句を言うのが難しいので知財協への

要望や批判が表面に出てこない面もあるかもわ

かりません。ただ，知財部門のあり方を見てい

て大企業と中堅企業以下では，かなり違うでし

ょう。大企業の手法はそっくりそのままでは中

堅企業では使えないですしね。

【久慈】結果的にはご満足いただいているん

じゃないですかね。

【宗定】大きく見ると，皆さん大変にご満足

を。
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【津嶌】それなりに知材部員の少ない会社も

知っていますけれども，彼らが満足している要

因というのは，１つには知財協が開催する研修

に参加できることだと思うんですね。研修と，

もう一つは部会，例えば関東部会や関東化学第

１，第２などの業種別部会，そういう部会。会

員でなきゃ，そこへ出られませんからね。そう

いう企業の方たちが必ずしも専門委員会に出て

何かやりたいと言っているわけじゃないと思い

ます。あと，雑誌の『知財管理』ですね。これ

も大変な情報源として活用され，満足されてい

ると自分は思っています。

知財協として国に言うべきこと

【吉野】あとは，日本のこの分野の力みたい

なものがだんだん強くなっていくように，国の

施策だとか，そういうことに何をきちっと言っ

ていくべきか，そういうことね。

【田中】田中ですけれども，うちのほうは関

東電気機器部会なんですけれども，会員数社に，

会長に会うので，頼みたいことはないかという

ことを聞きましたら，２つほどありました。

今，プロパテントの勢いが非常に強いんです

けれども，先ほどちょっと話に出ましたけれど

も，標準化と特許の問題ですね。これは名前を

言ってしまうと，ちょっと問題があるかもしれ

ないんですけれども，クワルコムというアメリ

カの会社が携帯電話の第三世代の特許を握って

いて，これが標準化になってしまって各社が非

常に困っていると。日本の企業もこの影響を受

けて，これがフェアな形で特許料を請求すると

いうことを超えた状況になっているということ

で，行き過ぎたプロパテントという問題提起が

ありました。

それから，ついでに全部言ってしまいますと，

中国では，外国の企業が出願するのに，外国企

業向けの弁理士費用というのがあると。これは

多分，中国弁理士会というのが非常にカルテル

的なことをやって，自由競争が阻害されている

のではないかと。なぜ日本の企業だけが高い費

用を払って，中国企業がその10分の１ぐらいで

やっているのかということを，政府間の交渉の
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ときには，もうちょっと弁理士の競争を……。

【宗定】その問題はちょっと，会長にお尋ね

してご回答いただくような問題じゃないですよ。

【吉野】要するに，そういう状況があると。

それは中国対海外なの，それとも，その中でも

特に日本なの。

【田中】いや，中国は外国の企業に対して，

10倍ぐらいの翻訳料あるいは弁理士費用を出し

ているということなんですね。日本も，弁理士

会の固定費制度というのはなくなりましたけれ

ども，それで，日本はある程度は安い料金でも

受けられるという状況になっていると思います。

アジア諸国の主張と日本の過去

【吉野】あと，今の問題に関連して，時々思

うことがあるんですが，それは，特に中国とか

アジアの国々と議論するときに，日本だって何

十年か前にこうだった，ああだったという話が

あるんだよね。それはどの程度そうであったの

かというのは，具体的に正確には知らないんだ

よ，僕。何かそういう資料はここにあるの。な

かなか反論できないんだよね。

【宗定】データは特にないと思いますけど。

例えば種苗法，植物の種ですね。ついこの間ま

でオランダから，模倣だとがんがんやられてい

たんですよ。それを今，中国に，おまえたち模

倣をやると言っていたと。技術導入が始まった

くらいまでは，日本はやっぱり模倣がものすご

く多かったと。

【吉野】何となく，外国の目からもう一回見

直して，日本の状況が，例えば40年とか50年前

から，どんな……。簡単なあれでいいんだけど，

一応見ておかないとという感じはするんだよね。

【神杉】データとしてはちょっとないかもし

れないですけれども，医薬品業界なんかは典型

的です。日本で物質特許制度が導入される以前

は，外国で開発された医薬品を，違う製法で日

本でつくって日本で販売するというのが，日本

の医薬品業界のほとんどがやっていたことで

す。ただ，物質特許制度が採用されてからはそ

ういうことはできないので，だんだん自社開発

をやらなければいけないという方向になってき

ました。それが韓国とか，中国など物質特許が

比較的最近採用された国では，その製法特許の

時代の名残がまだ若干あって，いろいろ問題が

起こっています。

【吉野】議論するときに，相手にある程度の

時間とステップを許容しなきゃいけないものか

どうかというのは，自分自身じゃないけど，日

本の国の過去の経緯をある程度踏まえないとフ

ェアじゃなくなっちゃうから。そういう資料が

ありますかと聞いている。

【宗定】資料は多分ないと思うので。ちょっ

と調べて，そういうものがあるかどうか。つく

るのは大変だと思うんです。あとはヒアリン

グ，業界のOBの人たちとか，そういうのをち

ょっと。

今，神杉さんがおっしゃったのは，ちょっと

僕は違うと思うのは，制度がまずいから変えろ

というプレッシャーが外国からかかってきたの

はあるんですよね。でも，そうではなしに，制

度を守っていないことによるイリーガリティー

とかアンフェアネスを日本は攻撃されていた

と。それはちゃんと調べる……。

【久慈】当時のデータというのは，アンケー

トをとっているわけじゃないですから，あまり

ないですね。

【宗定】でも，何か，ある反論ができるよう

にしておかないと。彼らが模倣することに対し

て，我々としては，今すぐやめろとは言わんけ

れども，ステップを踏んで解決していかないと，

あなた方自身のためにもならないよ，日本はそ

ういうプロセスを経たんだからとか，論理も準

備せないかんと思う。

【久慈】論理もそうですけれども，やっぱり

時代が違いますから，だめなんだという話でし
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ょう（笑）。

【吉野】僕は立場上，例えば来週も中国へ行

くんだけど，そういうことを議論するチャンス

は結構あって，それは公式の場もあるし非公式

の場もあるんだけど。だから，ちょっと情報が

欲しいなという感じなんだよね。

【戸田】中国はルールを守っていないという

例ではなくて，日本はルールは守っていたとい

う例としては，例えば電機だと，半導体とか，

VTRとか，コンピューターなどがあります。

欧米の技術に対してどのくらいロイヤルティー

を払っていたか，社内で調べたデータがありま

して，どう考えても一時期は10％を超えるロイ

ヤルティーを払いながら，随分苦しんでいた様

子が伺えます。きちんとその次の技術開発をし

て，だんだん是正していった。だから，中国に

対しても，あなたたち，最初に参入するときは

そのくらいの授業料を払いなさいというような

ことを間接的に言った資料はありますね。

農耕民族と狩猟民族

【志村】海外の企業とライセンス交渉だ何だ

かんだを経験して，色々と話を聞いてみると，

やっぱりちょっと日本人は甘いかなと。要は，

海外の企業は──大陸の企業というのは狩猟民

族だなと。日本は何か，まあいいかとかいうよ

うな農耕民族的な甘さをちょっと持ち過ぎてる

のかなと。

【吉野】甘さもあるけど，農耕民族のさがみ

たいなのもあるんだよ。要するに，耕して，種

まいて，水やって，育てていくみたいなね。向

こうはハンティングだから，すぐ使えるものを

ぱっとやる。

【志村】私は，会長がおっしゃる気持ちもわ

かるんですけど，やっぱり，ルールを守らない

のはいけなくて，少し待ってあげるというのも

おかしいような気がするんです。ルールを守ら

ないことに対する悪さというのかな，その罪の

意識はやっぱり持ってもらわないといけなく

て，『おまえらも昔やったから，おれたちがい

いんだ』という理屈は，我々が，『我々も昔や

ったからいいよ』というんであればいいですけ

ど，向こうから言い出すことでは決してないの

かなと。

【森】今の事例に当らないかもしれませんが，

よく私が聞く例にある会社の話があります。日

本の企業と外国の企業の合弁でできた会社なの

ですが，当時，特許が大変尊重され出していま

した。合弁会社設立のために，日本企業が全て

のお金を出したのに対して，外国の企業が出し

たのは鞄一つの特許だけだったのです。それで

合弁が始まったのですが，日本の企業側は地道

に技術開発を継続し，きちっとした形で成長し

たのに対して，その外国企業は今はほとんど影

も形もないようになってしまいました。だから，

きちっと農耕民族のよさを生かして耐えてやっ

ていけば，いずれは日の目を見るんだという，

いい例なのではないかと思います。一方，ハン

ティングだけでは，そのときは良くても，後で

廃れてしまうという運命が待ってますよという

ことも言えると思います。

【加茂】今の戸田さんと森さんの意見とほと

んど同じなんですが，まねした，日本も昔やっ

たでしょうというのはよく聞くんですが，日本

はきちんと対価を払っていると思うんですね。

電機にしろトランジスターにしろ，大変な対価

を払ってまねさせていただいたと。その結果，

今があると。森さんの話の例もそうだと思うん

ですね。単にまねしたということではないと。

【吉野】いや，向こうだって払ってる部分は

あるんだよ，今だって。

【加茂】若干。

【宗定】日本の場合は，大企業はほとんど，

正々堂々と模倣とか侵害はやらなかったと思い

ますよ，昭和31年の経済白書の「戦後は終わっ

た」以降は。だけど，中小企業の日用品とか玩
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具とか，そういうところは模倣がばーっと出た

んですよ。ところが，今は中国とか多くの国は

大企業が堂々と模倣するというのが，やはり構

造の差かなと。

【久慈】宗定さん，そろそろ時間で，あと一

つか二つ，ご質問をいただいてということにし

ましょうか。

【宗定】じっと黙って聞いていただいていた

方で，おれはこれだけはしゃべりたいという方

はぜひ，手短に，一人か二人，多くの人にお話

しいただいたほうがいいと思うんですけれども。

指名しましょうか。知財マネジメント委員会

を志しておられる金子さん，どうですか。

知財をストックとしてとらえて産み出すフロ

ーを確立すること

【金子】現在，知財管理第１委員会，次は知

財マネジメント委員会と名前を変えて，委員長

を務めます金子と申します。私，電機でござい

6 ．経営者にとって望まれる知財とは

ますけれども，時間もないので端的に言います

と，ふだん会社の幹部の方と，知財の今後の方

針，それから会社に対する貢献として何をした

らいいかという話はしているんですけれども，

結局は，いろいろかしこまってのお話で，経営

者の本心というのをなかなか聞く機会がないの

で，その時期によって変わるでしょうけれども，

会長の今の心境として，知財部門がこういうこ

とをしてくれると，おれはうれしいなというこ

とは何かございますでしょうか。

【吉野】知財という言葉が，知的財産なんだ

けど，財産というのは権利としてストックみた

いなことなんだけど，それをやっぱり財を産む

ようなフローにつなげていくというところが，

まだ未発達というか，十分発達していないんじ

ゃないかという感じはするんだよね。

【宗定】ストックとしてとらえてね。

【吉野】そう。それをきちっとフローにして

いくというところをね。

【宗定】大変いい質問をしていただいたので，

マネジメント委員会に昇格の可能性が大きくな
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ったんじゃないかと思うんですけど。

経費以上のリターンが必要

【三原】私共にとって，知財部門というのは，

もっとグローバルに展開できるように，いろい

ろ装備しなくちゃいけないのかなというのが一

番悩みなんですね。それで，人材をどうしまし

ょうという話にすぐなります。増やしてほしい

というと，それはいくら何でも，アウトプット

が見えないからと。確かに知財というのは保険

みたいなものですよね。ポートフォリオ的にこ

う頑張っていますと，いくらご説明しても，見

えない，わからんと言われるんですね。そこを，

何でお示ししたらわかっていただけるかなと。

【吉野】業種によって違うだろうけども，例

えばうちなんか，まだアジアからロイヤルティ

ーみたいなものを完全に満足するレベルで取っ

ていないでしょう。それが現在のレベルから上

がればね……。

【三原】ほんとうにお金ですか。

【久慈】自動車は子会社から取る金額がすご

い金額だから。

【三原】先ほども，海外の技術供与でライセ

ンスというのがありましたね。

7 ．経営者が知財部門に望むことは

【吉野】だから，先ほどの志村さんの話じゃ

ないけども，アジアではパートナーがいるんで

すよね。そこからはほんとに取れてないですよ

ね。

【三原】いくら独占的にできますよと言って

も，なかなかうんと言ってくれないんですけれ

ども，じゃ，これから，これだけもうかると言

えばいいんですかね。

【吉野】それはそうだと思うよ。だって，人

数を増やせば経費がかかるんだから，それ以上

のリターンがないと（笑）。

【宗定】皆さんも初めての試みで，こういう

場はぜひ持つべきだというふうにおっしゃって

いただいたと思うので，今回は第１回でござい

ますので，また吉野会長には来ていただこうと

いうのがきょうの結論かなと思いますが。

【吉野】きょうはいっぱい教えていただきま

した。勉強させていただきまして，ありがとう

ございます。

【宗定】とんでもございません。ほんとうに

ありがとうございました。

それじゃ，吉野会長に拍手でお礼を。どうも

ありがとうございました（拍手）。

8 ．終わりに
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